
- -1

法務省民商第６７号

令和５年３月２７日

法 務 局 長 殿

地方法務局長 殿

法務省民事局長

（公印省略）

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う供託事務の取扱いについて

（通達）

民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号。以下「改正法」とい

う ）の一部が本年４月１日から施行されますが、これに伴う供託事務の取扱。

いについては、下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう、貴管下供託官

に周知方取り計らい願います。

なお、本通達中、引用する条文は全て改正法による改正後のものです。

記

１ 所在等不明共有者の持分の取得に伴う供託事務の取扱いについて

(1) 所在等不明共有者の持分の取得について

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知る

ことができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共

有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者（以下１において「所

在等不明共有者」という ）の持分を取得させる旨の裁判（以下「所在等。

不明共有者の持分の取得の裁判」という ）をすることができるとされた。

（民法（明治２９年法律第８９号）第２６２条の２第１項前段 。この場）

合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有

者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按

分してそれぞれ取得させるとされた（同項後段 。）

(2) 供託命令に基づく供託について
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裁判所は、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするには、申立人に

対して、一定の期間内に、所在等不明共有者のために、裁判所が定める額

の金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべき

ことを命じなければならないとされ（非訟事件手続法（平成２３年法律第

５１号。以下「非訟法」という ）第８７条第５項。以下１において「供。

託命令」という 、申立人が供託命令に従わないときは、その申立人の。）

申立てを却下しなければならないとされた（同条第８項 。）

供託命令に基づく供託は、別紙１又は２の記載例によるものとする。

(3) 供託金の額の変更があった場合について

裁判所は、供託命令をした後所在等不明共有者の持分の取得の裁判をす

るまでの間に、事情の変更により供託命令で定めた額を不当と認めるに至

ったときは、供託すべき金銭の額を変更しなければならないとされた（非

訟法第８７条第６項 。）

供託命令に基づく供託がされた後に、当該変更によって、供託すべき金

銭が増額された場合の供託は、別紙３の記載例によるものとする。

(4) 供託金の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 供託金の還付について

(1)により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在

等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価

相当額の支払を請求することができるとされた（民法第２６２条の２第

４項 。）

また、供託命令に基づく供託は、所在等不明共有者がその持分を失う

ことによって生ずる損失の填補を図るものであるため、所在等不明共有

者は、所在等不明共有者の持分の取得の裁判の効力が発生したとき、す

なわち、所在等不明共有者の持分の取得の裁判が確定したとき（非訟法

第８７条第９項）から供託金還付請求権を行使することができることと

なる。この場合には 「還付を受ける権利を有することを証する書面」、

（供託規則（昭和３４年法務省令第２号）第２４条第１項第１号）とし

て、自己が所在等不明共有者と同一人であることを証する書面（所在等

不明共有者が死亡したときは相続があったことを証する書面）及び所在

等不明共有者の持分の取得の裁判が確定したことを証する書面（当該裁

判に係る決定書の謄本及びその確定証明書が想定される ）を添付する。



- -3

ものとする。

イ 供託金の取戻しについて

供託命令に従って供託がされた場合には、供託者は、錯誤等に基づく

場合を除き、供託金取戻請求権を行使することができないこととなる。

ただし、供託がされた後、(1)の請求をした共有者が当該請求を取り下

げた場合や所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てが却下された

場合には、供託命令の効力が消失し、供託の原因が消滅するため 「取、

戻しをする権利を有することを証する書面 （供託規則第２５条第１項」

本文）を添付して、供託金の取戻しをすることができる（供託法（明治

３２年法律第１５号）第８条第２項 。当該書面としては、裁判所書記）

官が作成した却下決定書の謄本及びその確定証明書又は請求の取下げが

あったことを証する書面が想定される。

また、(3)の供託金の額の変更がされ、供託すべき金銭が減額された

場合においても、供託金のうち減額された部分につき取戻しをすること

ができる。この場合における取戻しをする権利を有することを証する書

面としては、供託金の額の変更の裁判に係る決定書の謄本及びその確定

証明書が想定される。

２ 所在等不明共有者の持分の譲渡に伴う供託事務の取扱いについて

(1) 所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与について

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知る

ことができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共

有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者（以下２において「所

在等不明共有者」という ）以外の共有者の全員が特定の者に対してその。

有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持

分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判（以下「所在等不明

共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判」という ）をすることができると。

された（民法第２６２条の３第１項 。）

(2) 供託命令に基づく供託について

、 、裁判所は 所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判をするには

申立人に対して、一定の期間内に、所在等不明共有者のために、裁判所が

定める額の金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け

（ 「 」出るべきことを命じなければならないとされ 以下２において 供託命令
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という 、申立人が供託命令に従わないときは、その申立人の申立てを。）

却下しなければならないとされた（非訟法第８８条第２項において準用す

る同法第８７条第５項、第８項 。）

供託命令に基づく供託は、別紙４又は５の記載例によるものとする。

(3) 供託金の額の変更があった場合について

前記１(3)と同様の取扱いとなる（非訟法第８８条第２項において準用

する同法第８７条第６項 。）

(4) 供託金の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 供託金の還付について

所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判により付与された権

限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したとき

は、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価

相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求

することができるとされた（民法第２６２条の３第３項 。）

また、供託命令に基づく供託は、所在等不明共有者がその持分を失う

ことによって生ずる損失の填補を図るものであるため、所在等不明共有

者は、所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判の効力が発生し

たとき、すなわち、所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判が

確定したとき（非訟法第８８条第２項において準用する同法第８７条第

９項）から供託金還付請求権を行使することができることとなる。

さらに、所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判の効力が生

じた後２か月（裁判所において期間が伸長されたときは、その期間。以

下同じ ）以内にその裁判により付与された権限に基づく所在等不明共。

有者の持分の譲渡の効力が生じないときは、その裁判は、その効力を失

うとされた（非訟法第８８条第３項）ため、所在等不明共有者が還付請

求をするためには、当該裁判後２か月の間に譲渡の効力が生じているこ

とが要件となる。

この場合には 「還付を受ける権利を有することを証する書面」とし、

て、自己が所在等不明共有者と同一人であることを証する書面（所在等

不明共有者が死亡したときは相続があったことを証する書面 、所在等）

不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判が確定したことを証する書面

（当該裁判に係る決定書の謄本及びその確定証明書が想定される ）及。
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び２か月以内に持分が譲渡されたことを証する書面 登記事項証明書 不（ （

動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第１１９条第１項に規定する

登記事項証明書をいう ）などが想定される ）を添付するものとする。。 。

イ 供託金の取戻しについて

(ｱ) 供託命令の効力が消失した場合又は供託金の額の変更がされた場合

前記１(4)イと同様の取扱いをするものとする。

(ｲ) 裁判の効力の喪失があった場合

所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判の効力が生じた後

２か月以内にその裁判により付与された権限に基づく所在等不明共有

者の持分の譲渡の効力が生じないときは、その裁判は、その効力を失

うとされた（非訟法第８８条第３項 。この場合において、供託金の）

、「 」取戻しをするときは 取戻しをする権利を有することを証する書面

として、２か月以内に持分の譲渡の効力が生じていないことを証する

書面を添付するものとする。

３ 所有者不明土地（建物）管理命令に伴う供託事務の取扱いについて

(1) 所有者不明土地（建物）管理命令について

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができ

ない土地（土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ること

、 ） 、ができず 又はその所在を知ることができない土地の共有持分 について

必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土

地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人による管理を命ずる

処分（以下「所有者不明土地管理命令」という ）をすることができると。

された（民法第２６４条の２第１項 。）

また、裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ること

ができない建物（建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知

ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分）に

ついて、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求

に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理

を命ずる処分（以下「所有者不明建物管理命令」という ）をすることが。

できるとされた（民法第２６４条の８第１項 。）

(2) 所有者不明土地（建物）管理命令に伴う供託について

所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地
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又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分

その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有

持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令の対象とさ

れた土地（共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場

合にあっては、共有物である土地）の所在地の供託所に供託することがで

きるとされた（非訟法第９０条第８項前段 。）

また、所有者不明建物管理命令の場合においても同様とされた（非訟法

第９０条第１６項において準用する同条第８項 。）

これらの場合において、一の所有者不明土地・建物管理命令に基づき土

地及びその上の建物が管理の対象とされたときは、当該不動産から生じた

金銭を一括して供託することも想定されるが、例えば、各不動産の所有者

が同一でないことが事後に判明した場合や相続等により各不動産の所有者

が異なる者となる場合には、還付請求の際に払い渡すべき金額を算出する

ことが困難となるおそれがある。そのため、この場合には、複数ある不動

産のそれぞれから生じた金銭及び管理に要する費用（管理人の報酬を含

む ）の内訳を記載するよう供託者に伝えるものとする。。

なお、複数の不動産の所有者が全て又は一部判明しており（所在が不明

の場合を含む 、それら所有者が同一人ではない場合には、複数の不動。）

産から生じた金銭を一括して供託することはできない。

これらの供託は、別紙６から１０までの記載例によるものとする。

(3) 供託金の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 供託金の還付について

例えば、所有者不明土地管理人が所有者不明土地を売却し、その売却

代金から管理に要する費用（管理人の報酬を含む ）を控除した残金を。

、 （ 。 。）供託した後 所有者 共有持分を有する者を含む 以下アにおいて同じ

が還付請求をしようとしたときには既に所有者不明土地管理命令が取り

消されていた事案では、改めて所有者不明土地管理命令の発令を申し立

てて（民法第２６４条の２第３項 、所有者不明土地管理人の選任を得）

た上で、所有者と当該所有者不明土地管理人との間で当該所有者に還付

請求権が帰属することの確認書を取り交わすことや、当該所有者不明土

地管理人を被告として還付請求権確認訴訟を提起してその請求認容判決

の判決書の正本及び確定証明書を取得するなどした上で、これらの書面
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を「還付を受ける権利を有することを証する書面」とすることとなる。

イ 供託金の取戻しについて

(2)の供託がされた場合には、錯誤等に基づく場合を除き、供託者は

供託金を取り戻すことはできないこととなる。

４ 管理不全土地（建物）管理命令に伴う供託事務の取扱いについて

(1) 管理不全土地（建物）管理命令について

裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の

権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある

場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当

該土地を対象として、管理不全土地管理人による管理を命ずる処分（以下

「管理不全土地管理命令」という ）をすることができるとされた（民法。

第２６４条の９第１項 。）

また、裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって

他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれ

がある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求によ

り、当該建物を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分

（以下「管理不全建物管理命令」という ）をすることができるとされた。

（民法第２６４条の１４第１項 。）

(2) 管理不全土地（建物）管理命令に伴う供託について

管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び

管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により

金銭が生じたときは、その土地の所有者（その共有持分を有する者を含

む ）のために、当該金銭を管理不全土地管理命令の対象とされた土地の。

所在地の供託所に供託することができるとされた（非訟法第９１条第５項

前段 。）

また、管理不全建物管理命令の場合においても同様とされた（非訟法第

９１条第１０項において準用する同条第５項 。）

なお、これらの場合においても、前記３(2)の所有者不明土地（建物）

管理命令の場合と同様に、一の管理不全土地・建物管理命令に基づき土地

及びその上の建物が管理の対象とされることも想定される。この場合にお

、 、 、いても 例えば 相続等により各不動産の所有者が異なる者となるときは

還付請求の際に払い渡すべき金額を算出することが困難となるおそれがあ
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ることから、複数ある不動産のそれぞれから生じた金銭及び管理に要する

費用（管理人の報酬を含む ）の内訳を記載するよう供託者に伝えるもの。

とする。

また、複数の不動産の所有者が同一人ではない場合には、それぞれの不

動産から生じた金銭を一括して供託することはできない。

これらの供託は、別紙１１から１３までの記載例によるものとする。

(3) 供託金の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 供託金の還付について

還付請求者は、自己が所有者と同一人であることを証する書面を添付

（供託規則第２４条第１項第１号）して還付請求をすることができる。

イ 供託金の取戻しについて

前記３(3)イと同様の取扱いとなる。

５ 不在者の財産の管理に関する処分に伴う供託事務の取扱いについて

(1) 不在者の財産の管理に関する処分に伴う供託について

（ 「 」 。） 、家庭裁判所が選任した管理人 以下 不在者財産管理人 という は

不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、不在

者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所

の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することがで

（ （ 。 「 」きるとされた 家事事件手続法 平成２３年法律第５２号 以下 家事法

という ）第１４６条の２第１項 。。 ）

この供託は、別紙１４の記載例によるものとする。

(2) 供託金の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 供託金の還付について

還付請求者は、自己が不在者と同一人であることを証する書面を添付

（供託規則第２４条第１項第１号）して還付請求をすることができる。

イ 供託金の取戻しについて

(1)の供託がされた場合には、錯誤等に基づく場合を除き、供託者は

供託金を取り戻すことはできないこととなる。

(3) 施行日前に選任された不在者財産管理人による供託について

改正法の施行の日（以下「施行日」という ）前に選任された不在者財。

産管理人についても、施行日以後は、改正法による改正後の家事法が適用

されることとなる。したがって、施行日前に選任された不在者財産管理人
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であっても、施行日以後は、不在者の財産の管理、処分、その他の事由に

より金銭が生じたときは、家事法第１４６条の２第１項の規定に基づき、

当該金銭を供託することができる。

６ 相続財産の保存に必要な処分に伴う供託事務の取扱いについて

(1) 相続財産の保存に必要な処分について

家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続

財産の管理人（以下「相続財産管理人」という ）の選任その他の相続財。

産の保存に必要な処分を命ずることができるとされた（民法第８９７条の

２第１項本文 。）

(2) 相続財産の保存に必要な処分に伴う供託について

家庭裁判所が選任した相続財産管理人は、相続財産の管理、処分その他

の事由により金銭が生じたときは、相続人のために、当該金銭を相続財産

の保存に必要な処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄

区域内の供託所に供託することができるとされた（家事法第１９０条の２

第２項において準用する同法第１４６条の２第１項 。）

この供託は、別紙１５の記載例によるものとする。

(3) 供託金の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 供託金の還付について

還付請求者は、自己が相続人であることを証する書面を添付（供託規

則第２４条第１項第１号）して還付請求をすることができる。

イ 供託金の取戻しについて

(2)の供託がされた場合には、錯誤等に基づく場合を除き、供託者は

供託金を取り戻すことはできないこととなる。

(4) 経過措置について

施行日前に、改正法による改正前の民法（以下「旧民法」という ）第。

９１８条第２項（旧民法第９２６条第２項（旧民法第９３６条第３項にお

いて準用する場合を含む ）及び第９４０条第２項において準用する場合。

を含む ）の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分は、施行日以。

後は、改正法による改正後の民法第８９７条の２の規定によりされた相続

財産の保存に必要な処分とみなすとされた（改正法附則第２条第１項 。）

したがって、施行日前に選任された相続財産管理人であっても、施行日以

後は、相続財産の管理、処分、その他の事由により金銭が生じたときは、
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家事法第１９０条の２第２項において準用する同法第１４６条の２第１項

の規定に基づき、当該金銭を供託することができる。

７ 代理人の権限を証する書面及び印鑑証明書について

(1) 代理人の権限を証する書面について

前記３から６までにおいて、所有者不明土地管理人、所有者不明建物管

理人、管理不全土地管理人、管理不全建物管理人、不在者財産管理人又は

相続財産管理人が供託又は払渡請求を行う際には、代理人の権限を証する

書面の提示又は添付を要する（供託規則第１４条第４項、第２７条第１

項 。この場合において提示又は添付する書面としては、裁判所の決定書）

又は裁判所書記官が作成した証明書が想定される。

なお、この代理人の権限を証する書面は、その作成後３か月以内のもの

であることを要する（供託規則第９条 。）

(2) 印鑑証明書について

前記３から６までにおいて、所有者不明土地管理人、所有者不明建物管

理人、管理不全土地管理人、管理不全建物管理人、不在者財産管理人又は

相続財産管理人が払渡請求を行う際に添付する裁判所書記官が作成した印

鑑証明書（供託規則第２６条第３項第６号）の様式は、令和４年８月２４

日付け法務省民商第４０７号法務省民事局商事課長通知及び同日付け法務

省民商第４０９号法務省民事局商事課長通知によるものとする。



【別紙１】所在等不明共有者の持分の取得の裁判における供託命令に基づく供託（他の共有者を知ることができない場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

ホ ウ ム タ ロ ウ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

太務法 郎

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名
の載記 産動不 の所在等不明共

有者

の託供 るた因原 実事 欄

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

不明

非訟事件手続法第８７条第５項

供託者は、下記不動産の共有者であり、民法第２６２条の２第１項に規定す
る所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをしたところ、令和○年○月
○日○○地方裁判所において、令和○年○月○日までに、所在等不明共有者の
ために、○○法務局に対し、金１００万円を供託し、かつ、その旨の届出をす
るよう決定がされたため（令和○年（チ）第○○○○号）、これを供託する。

記
不動産の表示
所在 甲県乙市丙町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○．○○平方メートル
法務太郎の共有持分○分の○
所在等不明共有者の共有持分○分の○

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００１￥供託金額

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ － ）



【別紙２】所在等不明共有者の持分の取得の裁判における供託命令に基づく供託（他の共有者の所在を知ることができない場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

ホ ウ ム タ ロ ウ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

太務法 郎

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名

次野乙 郎

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

（最後の住所）甲県乙市丙町二丁目２番２号

非訟事件手続法第８７条第５項

供託者は、下記不動産の共有者であり、民法第２６２条の２第１項に規定す
る所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをしたところ、令和○年○月
○日○○地方裁判所において、令和○年○月○日までに、所在等不明共有者の
ために、○○法務局に対し、金１００万円を供託し、かつ、その旨の届出をす
るよう決定がされたため（令和○年（チ）第○○○○号）、これを供託する。

記
不動産の表示
所在 甲県乙市丙町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○．○○平方メートル
法務太郎の共有持分○分の○
所在等不明共有者の共有持分○分の○

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００１￥供託金額

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ － ）



【別紙３】所在等不明共有者の持分の取得の裁判における供託命令に基づく供託（供託すべき金銭が増額された場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

ホ ウ ム タ ロ ウ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

太務法 郎

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名
の載記 産動不 の所在等不明共

有者

の託供 るた因原 実事 欄

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

不明

非訟事件手続法第８７条第５項

供託者は、下記不動産の共有者であり、民法第２６２条の２第１項に規定す
る所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをしたところ、令和○年○月
○日○○地方裁判所において、令和○年○月○日までに、所在等不明共有者の
ために、○○法務局に対し、金１００万円を供託し、かつ、その旨の届出をす
るよう決定がされたため（令和○年（チ）第○○○○号）、これを供託した
（令和○年度金第○○○号）。
その後、所在等不明共有者の持分の取得の裁判がされるまでの間に、供託す

べき金銭の額が金１５０万円に変更されたため（令和○年○月○日付け令和○
年（チ）第○○○○号）、不足する額である金５０万円を供託する。

記
不動産の表示
所在 甲県乙市丙町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○．○○平方メートル
法務太郎の共有持分○分の○
所在等不明共有者の共有持分○分の○

百 十 万 千 百 十 円千億十百

０００００５￥供託金額

（ － ）

（ ○○○ － ○○○○ ）



【別紙４】所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判における供託命令に基づく供託（他の共有者を知ることができない場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

ホ ウ ム タ ロ ウ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

太務法 郎

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名
の載記 産動不 の所在等不明共

有者

の託供 るた因原 実事 欄

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

不明

備考欄記載のとおり

供託者は、下記不動産の共有者であり、民法第２６２条の３第１項に規定す
る所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判の申立てをしたところ、令
和○年○月○日○○地方裁判所において、令和○年○月○日までに、所在等不
明共有者のために、○○法務局に対し、金１００万円を供託し、かつ、その旨
の届出をするよう決定がされたため（令和○年（チ）第○○○○号）、これを
供託する。

記
不動産の表示
所在 甲県乙市丙町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○．○○平方メートル
法務太郎の共有持分○分の○
所在等不明共有者の共有持分○分の○

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００１￥供託金額

非訟事件手続法第８８条第２項において準用する同法第８
７条第５項

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ － ）



【別紙５】所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判における供託命令に基づく供託（他の共有者の所在を知ることができない場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

ホ ウ ム タ ロ ウ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

太務法 郎

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名

次野乙 郎

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

（最後の住所）甲県乙市丙町二丁目２番２号

備考欄記載のとおり

供託者は、下記不動産の共有者であり、民法第２６２条の３第１項に規定す
る所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判の申立てをしたところ、令
和○年○月○日○○地方裁判所において、令和○年○月○日までに、所在等不
明共有者のために、○○法務局に対し、金１００万円を供託し、かつ、その旨
の届出をするよう決定がされたため（令和○年（チ）第○○○○号）、これを
供託する。

記
不動産の表示
所在 甲県乙市丙町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○．○○平方メートル
法務太郎の共有持分○分の○
所在等不明共有者の共有持分○分の○

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００１￥供託金額

非訟事件手続法第８８条第２項において準用する同法第８
７条第５項

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ － ）



【別紙６】所有者不明土地管理命令における所有者不明土地管理人がする供託（所有者を知ることができない場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

シ ョ ユ ウ シ ャ メ イ ト チ カ ン リ ニ ン ホ ウ ム タ ロ ウ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

太務法 郎

者有所 地土明不 理管 人

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名
の載記 産動不 の所有者

の託供 るた因原 実事 欄

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

不明

非訟事件手続法第９０条第８項

供託者は、令和○年○月○日○○地方裁判所において、下記の所有者不明土
地を対象とする所有者不明土地管理命令において所有者不明土地管理人に選任
され（令和○年（チ）第○○○○号）、当該土地を管理していたが、令和○年
○月○日裁判所の許可を得て、令和○年○月○日これを売却したので、所有者
のために、売却代金○○円から管理に要した費用（管理人の報酬を含む。）
○○円を差し引いた残金である２００万円を供託する。

記
所有者不明土地の表示
所在 甲県乙市丙町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○．○○平方メートル
残金 ２００万円

フ

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００２￥供託金額

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ － ）



【別紙７】所有者不明土地管理命令における所有者不明土地管理人がする供託（所有者の所在を知ることができない場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

シ ョ ユ ウ シ ャ メ イ ト チ カ ン リ ニ ン ホ ウ ム タ ロ ウ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

太務法 郎

者有所 地土明不 理管 人

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名

次野乙 郎

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

（最後の住所）甲県乙市丙町二丁目２番２号

非訟事件手続法第９０条第８項

供託者は、令和○年○月○日○○地方裁判所において、下記の所有者不明土
地を対象とする所有者不明土地管理命令において所有者不明土地管理人に選任
され（令和○年（チ）第○○○○号）、当該土地を管理していたが、令和○年
○月○日裁判所の許可を得て、令和○年○月○日これを売却したので、所有者
のために、売却代金○○円から管理に要した費用（管理人の報酬を含む。）
○○円を差し引いた残金である２００万円を供託する。

記
所有者不明土地の表示
所在 甲県乙市丙町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○．○○平方メートル
残金 ２００万円

フ

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００２￥供託金額

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ － ）



【別紙８】所有者不明建物管理命令における所有者不明建物管理人がする供託（所有者を知ることができない場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

シ ョ ユ ウ シ ャ メ イ タ テ モ ノ カ ン リ ニ ン ホ ウ ム タ ロ ウ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

太務法 郎

者有所 物建明不 理管 人

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名
の載記 産動不 の所有者

の託供 るた因原 実事 欄

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

不明

備考欄記載のとおり

供託者は、令和○年○月○日○○地方裁判所において、下記の所有者不明建
物を対象とする所有者不明建物管理命令において所有者不明建物管理人に選任
され（令和○年（チ）第○○○○号）、当該建物を管理していたが、令和○年
○月○日裁判所の許可を得て、令和○年○月○日これを売却したので、所有者
のために、売却代金○○円から管理に要した費用（管理人の報酬を含む。）
○○円を差し引いた残金である２００万円を供託する。

記
所有者不明建物の表示
所在 甲県乙市丙町○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺２階建
床面積 １階 ○○．○○平方メートル

２階 ○○．○○平方メートル
残金 ２００万円

フ

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００２￥供託金額

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ － ）

非訟事件手続法第９０条第１６項において準用する同条第

８項



【別紙９】所有者不明建物管理命令における所有者不明建物管理人がする供託（所有者の所在を知ることができない場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

シ ョ ユ ウ シ ャ メ イ タ テ モ ノ カ ン リ ニ ン ホ ウ ム タ ロ ウ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

太務法 郎

者有所 物建明不 理管 人

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名

次野乙 郎

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

（最後の住所）甲県乙市丙町二丁目２番２号

備考欄記載のとおり

供託者は、令和○年○月○日○○地方裁判所において、下記の所有者不明建
物を対象とする所有者不明建物管理命令において所有者不明建物管理人に選任
され（令和○年（チ）第○○○○号）、当該建物を管理していたが、令和○年
○月○日裁判所の許可を得て、令和○年○月○日これを売却したので、所有者
のために、売却代金○○円から管理に要した費用（管理人の報酬を含む。）
○○円を差し引いた残金である２００万円を供託する。

記
所有者不明建物の表示
所在 甲県乙市丙町○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺２階建
床面積 １階 ○○．○○平方メートル

２階 ○○．○○平方メートル
残金 ２００万円

フ

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００２￥供託金額

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ － ）

非訟事件手続法第９０条第１６項において準用する同条第

８項



【別紙１０】所有者不明土地・建物管理命令における所有者不明土地・建物管理人がする供託（所有者を知ることができない場合・不動産が複数ある場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

シ ョ ユ ウ シ ャ メ イ ト チ ・ タ テ モ

タ ロ ウ

ノ カ ン リ ニ ン ホ ウ ム

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

人理管 太務法 郎

者有所 地土明不 建・ 物

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名
の載記 者有所

の託供 るた因原 実事 欄

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

不明

備考欄記載のとおり

供託者は、令和○年○月○日○○地方裁判所において、下記の所有者不明土地・建物
を対象とする所有者不明土地・建物管理命令において所有者不明土地・建物管理人に選

任され（令和○年（チ）第○○○○号）、当該土地・建物を管理していたが、令和○年

○月○日裁判所の許可を得て、令和○年○月○日これを売却したので、所有者のために、

売却代金○○円から管理に要した費用（管理人の報酬を含む。）○○円を差し引いた残

金の合計額である２００万円を供託する。

記
所有者不明土地・建物の表示
１ 所在 甲県乙市丙町○丁目

地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○．○○平方メートル
売却代金 金○○円
管理に要した費用 金○○円
残金 ○○円

２ 所在 甲県乙市丙町○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺２階建
床面積 １階 ○○．○○平方メートル

２階 ○○．○○平方メートル
売却代金 金○○円
管理に要した費用 金○○円
残金 ○○円

フ

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００２￥供託金額

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ － ）

非訟事件手続法第９０条第８項、第９０条第１６項におい
て準用する同条第８項



【別紙１１】管理不全土地管理命令における管理不全土地管理人がする供託（所有者の氏名・所在が明らかである場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

カ ン リ フ セ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

郎太務

不理管 管地土全 人理 法

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名

次野乙 郎

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

甲県乙市丙町二丁目２番２号

非訟事件手続法第９１条第５項

供託者は、令和○年○月○日○○地方裁判所において、下記の管理不全土地
を対象とする管理不全土地管理命令において管理不全土地管理人に選任され
（令和○年（チ）第○○○○号）、当該土地を管理していたが、令和○年○月
○日裁判所の許可を得て、令和○年○月○日これを売却したので、所有者のた
めに、売却代金○○円から管理に要した費用（管理人の報酬を含む。）○○円
を差し引いた残金である２００万円を供託する。

記
管理不全土地の表示
所在 甲県乙市丙町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○．○○平方メートル
残金 ２００万円

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００２￥供託金額

゛ ト チ カ ン リ ニ ン ホ ウ ム タ ロ ウ

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ ○○○ － ○○○○ ）

ン



【別紙１２】管理不全建物管理命令における管理不全建物管理人がする供託（所有者の氏名・所在が明らかである場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

カ ン リ フ セ ニ ン ホ ウ ム タ ロ ウ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

郎太務

不理管 管物建全 人理 法

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名

次野乙 郎

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

甲県乙市丙町二丁目２番２号

備考欄記載のとおり

供託者は、令和○年○月○日○○地方裁判所において、下記の管理不全建物
を対象とする管理不全建物管理命令において管理不全建物管理人に選任され
（令和○年（チ）第○○○○号）、当該建物を管理していたが、令和○年○月
○日裁判所の許可を得て、令和○年○月○日これを売却したので、所有者のた
めに、売却代金○○円から管理に要した費用（管理人の報酬を含む。）○○円
を差し引いた残金である２００万円を供託する。

記
管理不全建物の表示
所在 甲県乙市丙町○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺２階建
床面積 １階 ○○．○○平方メートル

２階 ○○．○○平方メートル
残金 ２００万円

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００２￥供託金額

゛ タ テ モ ノ カ ン リ

（ ○○○ － ○○○○ ）

非訟事件手続法第９１条第１０項において準用する同条第

５項

ン

（ ○○○ － ○○○○ ）



【別紙１３】管理不全土地・建物管理命令における管理不全土地・建物管理人がする供託（不動産が複数ある場合）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

カ ン リ フ セ ゛ ト チ ・ タ テ モ ノ カ

ウ

ン リ ニ ン ホ ウ ム タ ロ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

法人理 郎太務

不理管 ・地土全 物建 管

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名

次野乙 郎

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

甲県乙市丙町二丁目２番２号

備考欄記載のとおり

供託者は、令和○年○月○日○○地方裁判所において、下記の管理不全土地・建物を
対象とする管理不全土地・建物管理命令において管理不全土地・建物管理人に選任され

（令和○年（チ）第○○○○号）、当該土地・建物を管理していたが、令和○年○月○
日裁判所の許可を得て、令和○年○月○日これを売却したので、所有者のために、売却

代金○○円から管理に要した費用（管理人の報酬を含む。）○○円を差し引いた残金の

合計額である２００万円を供託する。

記
管理不全土地・建物の表示
１ 所在 甲県乙市丙町○丁目

地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○．○○平方メートル

売却代金 金○○円
管理に要した費用 金○○円
残金 ○○円

２ 所在 甲県乙市丙町○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺２階建
床面積 １階 ○○．○○平方メートル

２階 ○○．○○平方メートル
売却代金 金○○円
管理に要した費用 金○○円
残金 ○○円

ン

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００２￥供託金額

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ ○○○ － ○○○○ ）

非訟事件手続法第９１条第５項、第９１条第１０項におい
て準用する同条第５項



【別紙１４】不在者の財産の管理に関する処分に伴う供託
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

オ ツ ノ シ ゛ ロ フ サ ゛ イ シ ャ サ ゛

ウ ム タ ロ ウ

イ サ ン カ ン リ ニ ン ホ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

法人理 郎太務

次野乙 者在不郎 産財 管

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名

次野乙 郎

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

（最後の住所）甲県乙市丙町二丁目２番２号

家事事件手続法第１４６条の２第１項

供託者は、令和○年○月○日○○家庭裁判所において、被供託者の不在者財
産管理人に選任され（令和○年（家）第○○○○号）、被供託者の財産を管理
していたが、当該財産を処分することにより生じた金○○円から管理に要した
費用（管理人の報酬を含む。）○○円を差し引いた残金である１００万円を供
託する。

ウ

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００１￥供託金額

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ － ）



【別紙１５】相続財産の保存に必要な処分に伴う供託
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

　

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

オ ツ ノ シ ゛ ロ ソ ウ ソ ゛ ク サ ゛ イ

ム タ ロ ウ

サ ン カ ン リ ニ ン ホ ウ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

令和○年○月○日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入
／

頁
第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

務法人 郎太

次野乙 財続相郎 管産 理

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名

野乙亡 相の郎次 人続

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に
記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。
２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容
供託通知書の発送を請求する。

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

（最後の住所）甲県乙市丙町二丁目２番２号

備考欄記載のとおり

供託者は、令和○年○月○日○○家庭裁判所において、被供託者の相続財産
管理人に選任され（令和○年（家）第○○○○号）、被供託者の財産を管理し
ていたが、当該財産を処分することにより生じた金○○円から管理に要した費
用（管理人の報酬を含む。）○○円を差し引いた残金である１００万円を供託
する。

ウ

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００１￥供託金額

家事事件手続法第１９０条の２第２項において準用する同法第
１４６条の２第１項

（ ○○○ － ○○○○ ）

（ － ）


